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埼玉県庁舎 

自動販売機設置事業者募集要項 

 

埼玉県では、県有施設に飲料水等自動販売機（以下「自動販売機」という。）を設置

する事業者を募集し、総合的評価方式によって設置予定事業者を決定し、当該事業者

と県有財産賃貸借契約を締結します。 

自動販売機設置事業者の募集に参加を希望される方は、本募集要項及び仕様書をよ

く御確認いただき、内容を御承知の上御参加ください。 

 

１ 目的 
県有財産の有効活用を図り、県の自主財源の確保及び設置事業者選定手続の公平

性や透明性を高める。 

 

２ 応募資格要件 
「令和７・８年度埼玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」又は「令和

８・９年度埼玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」に応募者が登載されて

いること。 
 

  

（参考）名簿登載申請の資格要件 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができる。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日）第３２条第１項各号に

掲げるものでないこと。 

（２）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に基づく処

分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（３）法人にあっては埼玉県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては埼玉県内で事業を営ん

でいること。 

（４）自動販売機の設置業務において、管理・運営する 3年以上の実績を有していること。 

（５）国、地方公共団体又はその他法人との種類及び規模をほぼ同じくする契約等を、過去２年度の間

に２回（２か所）以上全て誠実に履行していること。 

（６）県税を滞納していないこと。 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること

及び埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第９１条の規定により埼玉県の一般競争入

札に参加させないこととされた者でないこと。  

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない者である

こと及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者

であること。 



- 2 - 

 

３ 募集事項等 
（１）自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借 

 

（２）貸付場所及び面積(設置台数) 

 

物件番号 財産名称 所 在 地 貸付箇所 貸付面積 台数 

１ 
埼玉県庁

本庁舎 

さいたま市浦和区高砂

３丁目１５番１号 

1 階東側 

（配置図１） 

1.90mx1.10m 

2.09 ㎡ 
１台 

２ 
埼玉県庁

第二庁舎 

さいたま市浦和区高砂

３丁目１５番１号 

５階通路 

（配置図２） 

1.90mx1.10m 

2.09 ㎡ 
１台 

３ 
埼玉県庁

第二庁舎 

さいたま市浦和区高砂

３丁目１５番１号 

１０階通路 

（配置図３） 

1.90mx1.10m 

2.09 ㎡ 
１台 

４ 
埼玉県庁

第二庁舎 

さいたま市浦和区高砂

３丁目１５番１号 

８階通路 

（配置図４） 

1.90mx1.10m 

2.09 ㎡ 
１台 

※ 貸付面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。 

※ 管理上・美観上等の都合により、自動販売機の周囲に壁等を設置することがある。 

 

（３）貸付期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで(更新なし)。 

本公募要項において設置が決定し・契約した事業者は、埼玉県と協議の上、原

則として令和８年４月１日（水）から令和８年４月１５日（水）（土曜日、日曜日

を除く）までの間に自動販売機を設置する。 

 

（４）貸付条件等 

 別添仕様書による。 

 

（５）募集する事業者は、（２）の物件番号（貸付箇所）ごとに選定する。 

 

（６）注意事項 

ア 参考データ 

 自動販売機の設置済み場所の年間売上本数 
物件

番号 
設置場所 種  別 

昨年度売上本数 

（R6.4～R7.3） 
特記事項 

１ 
埼玉県庁 

本庁舎１階 

飲料水（缶・ペ

ットボトル） 
２，０９４本 

・低位置ボタン設置自販機とす

る。 

・販売商品は狭山茶を使用した製

品のみとする。 

２ 
埼玉県庁 

第二庁舎５階 

飲料水（缶・ペ

ットボトル） 
２１，０２２本 

・低位置ボタン設置かつ電子マネ

ー決済対応自販機とする（対応電

子マネーの数、種別は問わない）。 

・設置場所は警察本部エリア内で

ある。 

３ 
埼玉県庁 

第二庁舎１０階 

飲料水（缶・ペ

ットボトル） 
３６，９８１本 

・低位置ボタン設置かつ電子マネ

ー決済対応自販機とする 

（対応電子マネーの数、種別は問

わない）。 
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４ 
埼玉県庁 

第二庁舎８階 

飲料水（カップ

飲料） 
１１，６３５本 

・低位置ボタン設置かつ電子マネ

ー決済対応自販機とする（対応電

子マネーの数、種別は問わない）。 

・オートキャッパー機能を有する

ものとする。 

・設置場所に給水設備はない 

・設置場所は警察本部エリア内で

ある。 

 

 

イ 埼玉県庁第二庁舎の状況について 

５階・８階は警察本部専用フロア（５階から９階が警察本部専用フロア）で

あり、この階を含む警察本部フロアへの来客者（警察本部以外の県職員も含

む。）は、同庁舎１階の警察本部専用受付での受付後に専用エレベータでの利用

が必要となります。また、警察本部専用フロア内での各階の移動も専用エレベ

ータ利用が必要となります。 

 

４ 応募手続 
（１）設置事業者登録名簿への登載（参加資格審査） 

この募集に参加を希望する者は、県管財課が作成している「令和７・８年度埼

玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」又は「令和８・９年度埼玉県飲料

水等自動販売機設置事業者登録名簿」に登載されている必要があること。 

 

（２）参加申込み 

参加を希望する者は、参加申込書等（ウに掲げる書類）を提出しなければなら

ない。原則としてメールでの申請を行うこと。 

 

ア 提出期間 

令和８年２月１２日（木）から令和８年２月１９日（木）までの午前９時から

午後５時までの間 

 

イ 提出先 

さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

埼玉県総務部管財課 総務・庁舎管理担当 森原 

電話：０４８－８３０－２６０１（直通） 

メール：a2580-02@pref.saitama.lg.jp 

 

ウ 提出書類 

 提出書類 提出部数 

① 参加申込書（様式第１号） １部 

② 賃貸借料提案書（様式第２号） 物件番号ごとに１部 

③ 自動販売機設置に係る提案書（様式第３号） 
同一機種ごとに１部 

④ 設置する自動販売機のカタログ 
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⑤ 自動販売機設置事業者登録書（写） １部 

 

注１ 設置する自動販売機が特定できるようカタログに明記しておくこと。  

 

（３）提出方法 

 提出期間内に、原則としてメールで提出すること。 

 （郵送の場合、封筒に「自動販売機参加申込書」と朱書きし、必ず書留郵便で

提出すること。なお、郵送に係る事故により、参加申し込みが出来なかった場合

でも、県は責任を負わない。） 

 

（４）賃貸借料提案書（様式第２号）に記載する金額 

 記載する金額は、年額とする。 

 設置予定事業者決定に当たっては、賃貸借料提案書（様式第２号）に記載され

た金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって賃貸

借金額とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当す

る金額を記載すること。 

 

５ 提出書類に関する説明 
 選定事務の担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、参加者の負担にお

いて説明をしなければならない。 

 

６ 設置予定事業者の決定方法等 
（１）設置予定事業者の決定方法 

次に掲げる各要件のいずれにも該当する応募者のうち、内容点及び価格点の合計

点数（以下、「総得点」という。）の最も高い者を設置予定事業者とする。 

ア 賃貸借料提案書（様式第２号）に記載された金額が、埼玉県財務規則（昭和

３９年規則第１８号）第１０３条の規定に基づいて定められた予定価格に１１

０分の１００を乗じて得た額以上の価格であること。 

イ 自動販売機設置に係る提案書（様式第３号）（以下「提案書」という。）の各

提案内容が、すべて記載されていること。 

 なお、該当なしの場合はその旨を記載のこと。 

 

（２）具体的選定方法 

 応募者は、３（２）の「物件番号」ごとに応募することができる。設置予定事業

者は、「総得点」の最も高い者とするが、各グループ内（Ａ～Ｃ）の物件番号ごとに

異なる設置予定事業者となるよう選定する。 

 ただし、応募者数の状況から、この選定方法を採用すると設置予定事業者を選定

できない物件については、この選定方法を採用しないものとする。 
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（３）総得点の算定方法 

     総得点 ＝ 内容点 ＋ 価格点 

  【評価項目及び評価点】 

内 

容 

点 

 評価項目 評価の視点 配点 

１ 社会貢献度 

県事業への人的支援、寄附（物品の提供

や県設置基金への寄附を含む。）、協定に

基づく協力体制など 

２０点 

２ 
自動販売機 

機能、提案 

環境配慮・リサイクル啓発の提案、リサイ

クル率を高めるための提案など 

電子マネー対応、災害時に飲料提供が可

能な防災対策機能などの附加機能 

１０点 

３ 商品内容 

県産品の取扱い、環境配慮を考慮した商

品構成提案（リサイクル 100%ペットボト

ル、ペットボトル飲料の構成比率など） 

１０点 

小計点 ４０点 

価
格
点 

提案価格 提案賃貸借料に基づき算定 ６０点 

総得点 １００点 

※ 内容点及び価格点の算出に当たっては、小数点第１位までを有効とし、小数点

第２位で四捨五入する。 

※ 総得点の最も高い者が２者以上あるときは、内容点の高い者を設置予定事業者

とする。また、総得点の最も高い２者以上の者の内容点が同点の場合は、内容点

が同点の者のくじ引きで設置予定事業者を決定する。 

 

（４）審査の方法 

 本件に係る落札者を決定するに当たり、提案書等を公正に審査し、設置予定事業

者の優先順位を審議するため、「飲料水等自動販売機設置事業者選定委員会」を設

置する。 

 

（５）設置予定事業者の決定時期 

 選定は、令和８年２月に行う予定である。 

 

（６）選定結果の通知 

 令和８年３月２日（月）以降、選定された者に対しては選定された旨を、選定さ
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れなかった者に対しては選定されなかった旨を、それぞれ書面により通知する。 

（７）設置予定事業者決定の例外 

 設置予定事業者の決定時期において応募資格を満たしていない者は、設置予定 

事業者としない。 

 また、総得点の最も高い者を設置予定事業者とすることが、公正な取引の秩序を

乱すおそれがあり、著しく不適当と認められる場合は、その者から、事情を聴取の

上、合理的な理由がないと認められるときは、その者を設置予定事業者とせず、次

点の者を設置予定事業者とする。 

 

（８）設置予定事業者等の公表について 

 設置予定事業者を決定したときは、次の事項についてホームページに掲載するも

のとする。 

・公募自動販売機数 

・公募参加者数 

・設置事業者決定日 

・各設置事業者名 

・各設置事業者の総合評価得点（総得点） 

 

７ 無効な応募等 
（１）次のいずれかに該当する応募は無効とする。 

ア 不正行為による応募 

イ 賃貸借料提案書の金額、氏名又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき 

ウ 賃貸借料提案書の記名、封筒への割印または署名を欠くもの及び金額を訂正

したもの 

エ 参加申込書（添付書類を含む。）に虚偽の記載を行ったもの 

オ その他募集に関する規定等に違反した応募 

 

（２）その他 

ア 提出した提出書類は、提出期限を過ぎた後は、書き換え、引き換え又は撤回

をすることはできない。ただし、県から補正を求められた場合は、この限りで

ない。 

イ  設置予定事業者を公正に選定できないなど、特別な事情があると認めるとき

は、選定時期を延期し、又は取り止めることがある。 

 
８ 契約 
（１）別添契約書のとおりとする。 

 

（２）本業務の契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約（契約書を電

子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないこと

が確認できるタイムスタンプを付与するもの）による締結を予定する（受注者が

電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する）。締結には、発注者が

指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者は利用に

係る費用負担が生じないものとする。なお、受注者は、契約締結に利用するメー



- 7 - 

 

ルアドレスを用意する必要がある。 

設置予定事業者は令和８年３月３１日（火）までに、県と県有財産賃貸借契約

を締結する。 

 なお、貸付が土地の場合は、契約金額によっては印紙を貼付することになる

が、印紙代は設置予定事業者の負担とする。 

 

（３）埼玉県財務規則（昭和３９年規則第１８号）第８１条の規定に基づいて契約保

証金を徴収する場合がある。 

          

９ 設置予定事業者の決定取消し等 
（１）次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての決定を取り消すもの

とする。 

ア ８（２）に示す期日までに、契約書が提出されなかったとき 

イ 応募の提案内容に虚偽の報告があったとき 

ウ 設置予定事業者が応募者の資格を失ったとき 

エ 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと

本県が判断したとき 

 

（２）（１）により、設置予定事業者の決定を取り消したとき及び設置予定事業者が契

約を締結しないときは、設置予定事業者選定委員会の審査において次点の者と随

意契約交渉を行う（予定価格以上の者）。 

 

１０ 質問方法 
  自動販売機設置事業者募集要項等に対する質問方法等は、次による。 

（１）質問の方法 

 質問は、令和８年２月２日（月）から令和８年２月６日（金）午後５時までに、

質問書（様式第４号）の様式を使用し、原則として電子メールにより、下記１２に

示すメールアドレス宛に提出する。 

 質問は必要最小限とすること。 

 また、受付期間以外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、一切受け

付けない。ただし、入札手続など事務手続に関する質問はこの限りではない。 

 

（２）質問への回答 

 原則として、質問者に対し電子メールで個別に回答する。また、各設置事業者に

共通する質問事項及び回答は、とりまとめて令和８年２月１０日（火）までに管財

課のホームページに掲載する。 

 

１１ その他 
（１）本書に定めがない事項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）、及び埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則

第１８号）の定めるところによる。 

 

（２）本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 
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（３）申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置並びに現に受けている行政財産

使用許可の取消及び県有財産賃貸借契約等の解除を行うことがある。 

 

（４）自動販売機設置に係る契約書等の文書は、埼玉県情報公開条例（平成１２年１２

月２６日条例第７７号）に基づく情報公開請求等により第三者へ公開する場合があ

る。 

 
１２ 問い合わせ先 

 

さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

埼玉県総務部管財課 総務・庁舎管理担当 森原 

電話：０４８－８３０－２６０１（直通） 

メール：a2580-02@pref.saitama.lg.jp 


